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障
害
が
あ
り
、
働
け
る
か
不
安

に
感
じ
て
い
る
方
を
対
象
に
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。（
費
用
無
料
）

●
日
時
…
12
月
20
日（
金
）

　

午
前
の
部
：
午
前
10
時
～
正
午

　

午
後
の
部
：
午
後
１
時
～
３
時

●
場
所
…
本
庁
舎
１
階　

　

１
０
３
会
議
室

●
対
象
…
障
害
の
あ
る
方
と
そ
の

家
族

●
主
催
…
県
北
圏
域
障
害
者
就
業
・

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い

　

住
所
：
さ
く
ら
市
桜
野
１
２
７
０

　

０
２
８（
６
８
１
）６
６
３
３

※
右
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
が
あ
る

方
の
仕
事
や
生
活
面
の
相
談
、

就
職
後
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
、
働

く
こ
と
に
関
す
る
支
援
を
行
う

機
関
で
す
。

問
福
祉
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
９
５
４

　

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
成
立

に
よ
り
、
視
覚
障
害
者
な
ど
の
読

書
環
境
の
整
備
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
広
報
・
議
会
だ
よ

り
・
社
協
だ
よ
り
を
音
声
化
し
た

Ｃ
Ｄ
を
郵
送
す
る「
デ
イ
ジ
ー
化

事
業
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｃ
Ｄ
を
聞
く
た
め
に
必

要
な
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
コ
ー
ダ
ー

を
、
日
常
生
活
用
具
費
給
付
事
業

で
、
視
覚
障
害
者
２
級
以
上
の
方

に
給
付
し
て
い
ま
す
。（
原
則
自

己
負
担
１
割
）

　

そ
の
他
、
市
で
配
布
し
て
い
る

福
祉
ガ
イ
ド
か
ら
、
補
装
具
・
日

常
生
活
用
具
の
う
ち
視
覚
障
害
者

対
象
の
給
付
品
目
を
掲
載
し
た
一

覧
を
窓
口
に
て
配
布
し
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
事
前
に
左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
９
２
１

　

1
月
は
フ
リ
ー
ト
ー
ク
を
行
い

ま
す
。
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た

方
と
が
ん
に
つ
い
て
話
し
て
み
ま

せ
ん
か
。（
費
用
無
料
）

●
日
程
…
１
月
４
日（
土
）

●
時
間
…
午
前
10
時
～
11
時

●
場
所
…
那
須
赤
十
字
病
院
会
議

室
１
・
２

問
那
須
赤
十
字
病
院　

が
ん
診
療

対
策
推
進
室

　
（
２
３
）１
１
２
２

～
支
え
合
い
で
つ
く
る
生
涯
活
躍

の
ま
ち
～

　

す
べ
て
の
市
民
が
安
心
し
て
生

活
・
活
躍
で
き
る
よ
う
な
ま
ち
を

作
る
た
め
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。
費
用
無
料
、
申
込
不
要

で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
…
１
月
31
日（
金
）

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
場
所
…
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ

ニ
ー
ホ
ー
ル　

小
ホ
ー
ル

●
内
容

▼
第
１
部
：
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

　

講
師
：
東
北
福
祉
大
学
教
授

　
　
　
　

高
橋　

誠
一
氏

▼
第
２
部
：
各
地
区
の
支
え
合
い

の
取
り
組
み
活
動
発
表

　

高
齢
者
幸
福
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
７
４
０

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が

出
産
を
し
た
際
に
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

●
対
象
…
国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
で
出
産
日
が
平
成
31
年
２

月
１
日
以
降
の
方
。（
届
出
に
期

限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

●
内
容
…
出
産
予
定
日
ま
た
は
出

産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら

４
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。（
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
）

※
産
前
産
後
免
除
を
受
け
る
と
、

認
め
ら
れ
た
期
間
は
保
険
料
を

納
付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。

※
申
請
書
は
出
産
予
定
日
の
６
カ

月
前
か
ら
提
出
可
能
で
す
。

●
持
ち
物

▼
母
子
健
康
手
帳
な
ど
、
出
産
予

定
日
が
わ
か
る
も
の
▼
免
許
証
な

ど
の
身
分
証
明
書
▼
印
鑑

　
　

国
保
年
金
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

　
　

大
田
原
年
金
事
務
所

　
（
２
２
）６
３
１
１

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
開

発
費
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
薬
価
が
安
く
な
っ
て
い

ま
す
。医
療
費
の
適
正
化
の
た
め
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医

薬
品
）と
は
、
先
発
医
薬
品
と
同

一
の
有
効
成
分
を
同
一
量
含
み
、

効
能
・
効
果
が
原
則
的
に
同
一

で
あ
り
、
先
発
医
薬
品
と
同
等

の
臨
床
効
果
・
作
用
が
得
ら
れ

る
医
薬
品
を
い
い
ま
す
。

　

国
保
年
金
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

市 か ら の お 知 ら せ

健
康
・
福
祉

2019.12

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
「
移
動
相
談
会
」　

開
催

視
覚
障
害
を
お
持
ち
の
方
へ

が
ん
の
つ
ど
い

ま
ち
づ
く
り
人
づ
く
り
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム

本

本

本

本

年
金
・
国
保

産
前
産
後
期
間
に
係
る
国
民

年
金
保
険
料
免
除
制
度
の
ご

案
内

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

本
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公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得

額
が
一
定
基
準
以
下
の
老
齢
基
礎
・

障
害
基
礎
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給

者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

給
付
金
で
す
。

●
支
給
要
件
…
▼
65
歳
以
上
の

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
で
世
帯
全
員
の
市
町

村
民
税
が
非
課
税
で
あ
り
、
か

つ
、
前
年
の
年
金
収
入
額
と

そ
の
他
の
所
得
額
の
合
計
が

87
万
９
３
０
０
円
以
下
で
あ
る

方
▼
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
で
前
年
の
所
得
額
が

４
６
２
万
１
０
０
０
円
＋
扶
養

親
族
の
数
×
38
万
円
以
下
で
あ

る
方
▼
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
で
前
年
の
所
得
額

が
４
６
２
万
１
０
０
０
円
＋
扶

養
親
族
の
数
×
38
万
円
以
下
で

あ
る
方

●
給
付
額
…
▼
老
齢
基
礎
年
金

受
給
者
の
方
は
月
額
５
０
０
０

円
を
基
準
と
し
、
保
険
料
納
付

済
期
間
な
ど
に
応
じ
て
算
出
さ

れ
た
額
。
▼
障
害
基
礎
年
金

受
給
者
の
方
は
、
障
害
等
級

2
級
の
方
は
月
額
５
０
０
０

円
、
障
害
等
級
1
級
の
方
は
月

額
６
２
５
０
円
。
▼
遺
族
基

礎
年
金
受
給
者
の
方
は
月
額

５
０
０
０
円
。（
た
だ
し
、
2

人
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

５
０
０
０
円
を
子
の
数
で
割
っ

た
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払
わ

れ
ま
す
）

　
　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
専

用
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０（
０
５
）４
０
９
２

　

大
田
原
市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
そ

の
葬
祭
を
行
っ
た
方
に
葬
祭
費
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
額
…
５
万
円

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　

▼
喪
主
の
方
の
印
か
ん
▼
喪
主

名
義
の
預
金
通
帳
▼
会
葬
礼
状

や
葬
儀
の
領
収
書
な
ど
喪
主
名

が
確
認
で
き
る
も
の
▼
運
転
免

許
証
な
ど
窓
口
に
来
た
方
の
身

分
証
明
書

※
葬
祭
か
ら
２
年
が
経
過
す
る

と
、
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
大
田
原
市
国
民
健
康
保
険
お

よ
び
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
以
外
に
加
入
し
て
い
た
方

は
、
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

国
保
年
金
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人

で
工
場
や
商
店
、
ア
パ
ー
ト
な
ど

を
経
営
し
て
い
る
方
が
所
有
し
て

い
る
事
業
用
資
産
で
す
。
償
却
資

産
を
お
持
ち
の
方
は
、
令
和
２
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
の
状
況
に

つ
い
て
１
月
31
日（
金
）ま
で
に
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
対
象
と
な
る
主
な
償
却

資
産
…
①
構
築
物（
舗
装
路
面
、

フ
ェ
ン
ス
、
看
板
、
受
変
電
設
備
、

煙
突
、
鉄
塔
な
ど
）②
機
械
お
よ

び
装
置（
旋
盤
、
ポ
ン
プ
、
各
種

製
造
設
備
の
機
械
・
装
置
、
太
陽

光
発
電
設
備
な
ど
）③
車
両
お
よ

び
運
搬
具（
貨
車
、
客
車
、
大
型

特
殊
自
動
車
な
ど
）④
工
具
、
器

具
、備
品（
パ
ソ
コ
ン
、医
療
機
器
、

測
定
工
具
、
机
、
イ
ス
な
ど
）

●
申
告
対
象
外
と
な
る
償
却
資
産

　

①
耐
用
年
数
１
年
未
満
の
資
産

ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未
満

の
資
産
で
法
人
税
法
な
ど
の
規
定

に
よ
り
一
時
に
損
金
算
入
さ
れ
た

も
の（
小
額
償
却
資
産
）②
取
得
価

格
が
20
万
円
未
満
の
資
産
で
法
人

税
法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
３
年
間

で
一
括
し
て
均
等
償
却
す
る
も
の

（
一
括
償
却
資
産
）③
法
人
税
法
第

64
条
の
２
第
１
項
・
所
得
税
法
第

67
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

リ
ー
ス
資
産
で
取
得
価
額
が
20
万

円
未
満
の
も
の
④
自
動
車
税
お
よ

び
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
も

の
⑤
無
形
減
価
償
却
資
産（
特
許

権
、
漁
業
権
な
ど
）

※
①
、
②
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

個
別
の
資
産
ご
と
の
耐
用
年
数

に
よ
り
通
常
の
減
価
償
却
を

行
っ
て
い
る
も
の
は
課
税
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
　

税
務
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
８
６
４

▼
新
築
・
増
築
の
場
合
は
、
担
当

職
員
が
各
戸
を
訪
問
し
、
調
査

依
頼
通
知
を
渡
し
ま
す
。
不
在

の
場
合
は
、
通
知
を
置
い
て
い

き
ま
す
。

▼
取
り
壊
し
た
家
屋
は
、
次
年
度

か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
売

買
や
相
続
・
贈
与
な
ど
を
さ
れ

た
方
は
、「
未
登
記
家
屋
の
所

有
者
変
更
届
」を
税
務
課
資
産

税
家
屋
係
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

▼
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状

況
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま

す
。
住
宅
や
店
舗
な
ど
の
建
物

は
も
ち
ろ
ん
、
物
置
や
車
庫
な

ど
も
土
地
へ
の
定
着
性（
基
礎

な
ど
）、
外
気
分
断
性（
屋
根
や

３
面
以
上
の
外
壁
な
ど
）、
用

途
性（
使
用
目
的
に
よ
る
）の
要

件
を
満
た
せ
ば
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
で
購
入
し
た
物
置
も

基
礎
の
構
造
に
よ
っ
て
は
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
設
置

す
る
際
、
判
断
に
迷
う
場
合
は

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

税
務
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
８
６
４

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
手
続
き
の
ご
案
内

葬
祭
費
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

本

税固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申
告

家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し

た
時
は
現
地
調
査
を
行
い
ま
す

本

本
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